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会議の名称 令和６年第２回本庄市農業委員会総会 

開催日時 令和６年２月１０日（土） 
午前１０時２０分から 

午前１１時３０分まで 

開催場所 本庄市役所 大会議室 

出・欠席者 別紙のとおり 

議事日程 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 農業委員会委員自己紹介 

４ 臨時議長の指名 

５ 会長の互選 

６ 会長代理の互選 

７ 議席の指定 

８ 議事録署名委員及び書記の指名 

９ 付議事件の上程、提案理由及内容の説明、質疑並びに採決 

   (1) 第１０号議案 本庄市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

１０ 事務局連絡事項 

１１ 閉会 

配付資料 

１ 令和６年第２回本庄市農業委員会総会議事日程 

２ 令和６年第２回本庄市農業委員会総会議案 

３ ①本庄市農業委員会委員名簿 

４ ②本庄市農業委員会 会長候補者一覧 

５ ③本庄市農業委員会 会長代理候補者一覧 

主 管 課 農業委員会事務局 
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会 議 の 経 過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局長  準備が整いましたので、ただいまより、令和６年第２回本庄市農業委員会総

会を開会いたします。私は、総会の進行を務めさせていただきます本庄市農業

委員会事務局長の中西と申します。よろしくお願いいたします。 

議事進行に先立ちまして、総会の傍聴人について、御報告いたします。本日

の傍聴人はございません。 

 はじめに、総会の定足数についてでございます。農業委員会等に関する法律、

以降「法」と申し上げますが、法第２７条第３項に「総会は、現に在任する委

員の過半数が出席しなければ、開くことができない」と規定されております。

本日の会議でございますが、出席の農業委員数が同項に規定する過半数に達し

ておりますので、会議は成立しておりますことを御報告いたします。 

それでは、お手元に配布させていただきました議事日程に従いまして、総会

を進めさせていただきます。本日の総会でございますが、委員の皆さま最初の

総会でございますので、法第２７条第１項ただし書の規定に基づき、本庄市長

が招集いたしたものでございます。 

 議事日程２「市長あいさつ」でございます。吉田本庄市長から、御挨拶をい

ただきたいと存じます。 

吉田市長   （市長あいさつ） 

事務局長 ありがとうございました。 

次に、議事日程３「農業委員会委員自己紹介」でございます。大変恐縮では

ございますが、お手元に配布させていただきました「①本庄市農業委員会委員

名簿」の仮議席１番の細野俊文委員から、事務局職員が順次マイクをお渡しし

ますので、担当地区名及びお名前をお願いしたいと存じます。 

  （農業委員自己紹介） 

 ありがとうございました。 

次に、議事日程４「臨時議長の指名」でございます。吉田本庄市長より指名

をお願いいたします。 

吉田市長 農業委員の任期満了後、最初に行われる総会を進めるに当たり、臨時議長を

指名させていただきます。指名に当たりましては地方自治法第１０７条の規定

を準用し、年長委員に臨時議長の職務を行っていただきたいと存じます。出席

委員の中で最年長の茂木良明委員を臨時議長に指名させていただきます。 

事務局長 それでは、茂木良明委員に臨時議長をお願いいたします。恐れ入りますが、
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前の臨時議長席までお越しいただきますようお願いいたします。 

茂木良明委

員 

ただいま、市長からご指名いただきました茂木良明です。よろしくお願いい

たします。 

事務局長 よろしくお願いいたします。なお、吉田本庄市長におかれましては、公務の

都合によりここで退席となります。 

吉田市長 茂木良明委員には、どうぞよろしくお願いいたします。私は、ここで公務の

ため退席させていただきますが、委員の皆さま方におかれましては、十分なご

審議の程、よろしくお願いいたします。 

事務局長 それではここで、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。以降、議

事進行につきましては、着座にて失礼します。 

一つ目、令和６年第２回本庄市農業委員会総会議事日程 

二つ目、令和６年第２回本庄市農業委員会総会議案 

三つ目としまして、３種類の名簿 

・①としまして、本庄市農業委員会委員名簿 

・②としまして、本庄市農業委員会会長候補者一覧 

・③としまして、本庄市農業委員会会長代理候補者一覧 

以上５点でございますが、配布漏れはございませんでしょうか。 

（なし） 

ないようでございます。 

改めまして、農業委員会の総会でございますが、農業委員会会長が招集する

会議で、本日は会長が選任されていないため本庄市長が招集いたしましたが、

総会は毎月１回、原則２５日に開催し、農地の権利移動や転用など農地法に関

する申請内容や、国や本庄市長に対する意見など、農業の振興に関する審議を

行うものでございます。委員の皆さま、任期３年間、どうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、以降の議事進行は、茂木臨時議長にお願いいたします。 

臨時議長 これより、議事日程５「会長の互選」に入りますが、議事の進行上、委員

の仮議席を指定します。仮議席は、ただいま着席の議席とします。なお、委

員の発言につきましては、挙手をもってお願いします。 

それでは、議事日程５「会長の互選」について、事務局の説明を求めます。 

事務局長 議事日程５「会長の互選」について御説明いたします。会長の互選でござい

ますが、法第５条第１項の規定により「農業委員会に会長を置く。」とされて

おり、同条第２項において「会長は、委員が互選した者をもって充てる。」と

規定されております。 

会長の選任につきましては、本庄市農業委員会互選規程、以降「互選規程」
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と申し上げますが、互選規程第２条に基づき行われる互選会において選任する

ものございます。選任方法でございますが、互選、いわゆる選挙によって行う

ことが原則とされており、ここでいう選挙とは、候補者を限定せず、出席の委

員の皆さま１８名全員が会長の候補者となり、最も得票数の多い方を会長とす

るものでございます。なお、投票を棄権することも出来るものでございますが、

棄権する場合におきましては、互選そのものに参加出来ないことから、同時に

会長の候補者となることが出来ませんので、御留意をお願いいたします。棄権

につきましては、この後、投票に関する留意事項の説明において、改めて御案

内をさせていただきます。 

また、互選規程第１３条の規定により、互選によらず指名推薦、委員の皆さま

全員の同意をもって当選人とする方法もございます。この方法において２名以

上の方が推薦された場合には、指名推薦によらず、選挙により決定することと

なります。 

互選会を開催するにあたり、２点御審議をいただきたい事項がございます。

１点目でございます。互選規程では、第２条において「互選は、総会にて行う。」

と規定されており、第４条においては「互選会の議長は、互選会の承認を得て

選出する。」と規定されております。現時点における本総会の臨時議長につい

ては、本庄市長より茂木委員が指名されていることから、互選会の議長につき

ましても、引き続き本総会の臨時議長とすることの御承認をいただきたいと存

じます。２点目でございますが、さきほど御説明させていただいた選任の方法

でございます。以上でございます。 

臨時議長 ただいまの事務局の説明のとおり、会長は委員の互選によることと定められ

ております。はじめに１点目、互選会の議長につきましては、引き続き、私、

茂木が務めることに、ご異議ございませんか。 

（なし） 

異議なしと認めます。 

次に２点目、会長の選任の方法について、選挙による方法が原則であり、指

名推薦の方法によることも差し支えない、との事務局の説明がありましたが、

それでは、原則どおり、選挙による方法により、会長を選任することに、ご異

議ございませんか。 

（なし） 

異議なしと認め、これより本庄市農業委員会互選規程に基づき、本総会の臨

時議長を互選会の議長として、会長選任の互選会を選挙により行います。投票

に先立ち、互選規程第１０条に基づき、中野和夫委員、出牛康委員を立会人に

指名します。 
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また、互選規程第６条に基づき、事務局飯川係長を互選管理人に指名します。

互選管理人に投票に関する留意事項の説明を求めます。 

  （以後、本庄市農業委員会互選規程に基づき互選会進行） 

  （互選により、仮議席１３番田端講一議員が会長となる。） 

 それでは、ここで新会長に就任しました田端講一委員より、御挨拶をいただ

きます。 

（新会長挨拶） 

会長の就任が決定しましたので、本庄市農業委員会総会会議規則第５条の規

定により、会長に議長をお願いします。これをもちまして、臨時議長の任を降

ろさせていただきます。委員の皆さま、ご協力ありがとうございました。 

事務局長 それでは、田端講一委員に会長をお願いいたします。恐れ入りますが、前方

の会長席までお越しいただきますようお願いいたします。茂木良明委員におか

れましては、仮議席７番に御着席をお願いいたします。 

（新会長 会長席へ移動） 

 （臨時議長 仮議席へ移動） 

議長 続きまして、議事日程６「会長代理の互選」に入ります。事務局の説明を求

めます。 

事務局長 議事日程６「会長代理の互選」について御説明いたします。会長代理の互選

でございますが、法第５条第５項に「会長が欠けたとき又は事故あるときは、

委員が互選した者がその職務を代理する。」と規定されております。 

会長代理の選任につきましても、会長の選任と同様、互選規程第２条に基づ

き行われる互選会において選任するものございます。選任方法も同様でござい

まして、選挙によって行うことが原則とされ、会長を除く出席の委員の皆さま

１７名全員が会長代理の候補者となり、最も得票数の多い方を会長代理とする

ものでございます。なお、投票を棄権することも出来るものでございますが、

棄権する場合におきましては、互選そのものに参加出来ないことから、同時に

会長代理の候補者となることが出来ませんので、御留意をお願いいたします。

棄権につきましては、この後、投票に関する留意事項の説明において、改めて

御案内をさせていただきます。 

また、互選規程第１３条の規定により、互選によらず指名推薦、委員の皆さ

ま全員の同意をもって当選人とする方法もございます。この方法において２名

以上の方が推薦された場合には、指名推薦によらず、選挙により決定すること

となります。 

互選会を開催するにあたり、会長の選任と同様、２点御審議をいただきたい

事項がございます。１点目でございます。互選規程では、第２条において「互
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選は、総会にて行う。」と規定されており、第４条においては「互選会の議長

は、互選会の承認を得て選出する。」と規定されております。現時点における

本総会の議長が、先の互選会で委員の皆さまより選任された田端講一委員であ

ることから、互選会の議長につきましても、引き続き本総会の議長とすること

の御承認をいただきたいと存じます。２点目でございます。さきほど御説明さ

せていただいた選任の方法でございます。以上でございます。 

議長  ただいまの事務局の説明のとおり、会長代理は委員の互選によることと定め

られております。はじめに１点目、互選会の議長につきましては、私、田端講

一が務めることに、ご異議ございませんか。 

（なし） 

 異議なしと認めます。 

 次に２点目、会長代理の選任の方法について、選挙による方法が原則であり、

指名推薦の方法によることも差し支えない、との事務局の説明がありました

が、それでは、原則どおり、選挙による方法により、会長代理を選任すること

に、ご異議ございませんか。 

 （なし） 

異議なしと認め、これより本庄市農業委員会互選規程に基づき、本総会の議

長を互選会の議長として、会長代理選任の互選会を行います。投票に先立ち、

互選規程第１０条に基づき、中野和夫委員、出牛康委員を立会人に指名します。 

また、互選規程第６条に基づき、事務局 飯川係長を互選管理人に指名しま

す。互選管理人に投票に関する留意事項の説明を求めます。 

（以後、本庄市農業委員会互選規程に基づき互選会進行） 

（互選により、仮議席１番細野俊文議員が会長代理となる。） 

それでは、ここで新会長代理に就任しました細野俊文委員より、御挨拶をい

ただきます。 

（新会長代理挨拶） 

事務局長 それでは、細野俊文委員に会長代理をお願いいたします。恐れ入りますが、

前方の会長代理席までお願いいたします。 

 （新会長代理 会長代理席へ移動） 

議長 次に、議事日程７「議席の指定」について、本庄市農業委員会総会会議規則

第７条において「委員の議席は、議長が定める。」と規定されています。これ

より、同条の規定に基づき、議席の指定を行います。議席番号及び氏名を、事

務局に朗読をいたさせます。 
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事務局  朗読いたします。 

（１番から１９番まで朗読） 

 以上で朗読を終わります。 

議長 ただいま事務局が朗読したとおり、今お座りいただいている席及び番号をも

って、本議席とさせていただきます。 

次に、議事日程８「議事録署名委員及び書記の指名」に入ります。事務局の

説明を求めます。 

事務局長 議事日程８「議事録署名委員及び書記の氏名」を御説明いたします。 

総会の冒頭で御案内させていただきましたが、農業委員会では、毎月１回、

原則２５日に、農業委員会総会を開催しております。総会においては、農地の

権利移動や転用など農地法に関する申請内容や、国や本庄市長に対する意見な

ど、農業の振興に関する審議を行っていただくものでございます。 

本日お手元に配布させていただきました「令和６年第２回本庄市農業委員会

総会議案」をお願いいたします。審議及び採決、以降「審議等」と申し上げま

すが、審議等は、この議案書を総会毎に配布し、行うものでございます。議案

書をお開きいただくと、第１０号議案の１議案、議案は付議事件と呼びますが、

この付議事件を上程、議案を総会にかけ、委員の皆さまに御審議をいただくこ

ととなります。議案の採決でございますが、本庄市農業委員会総会会議規則第

１１条の規定に基づき、出席委員の過半数で決するものでございます。 

毎月の総会における審議等をいただく際には、総会毎に、総会の内容を記録

した議事録が正確かどうかを客観的に確認・署名する議事録署名委員を議席順

にお２人、また、総会を記録に残す書記として事務局職員１人を、農業委員会

会長が指名することとなっており、議事日程８はこの指名を、また、この後の

議事日程９は、付議事件の審議等をいただく手続きとなるものでございます。 

なお、議事日程９における付議事件の採決に係る賛否につきましては、農業

委員の挙手による賛成の確認となりますので、御留意をお願いしたいと存じま

す。以上でございます。 

議長 それでは、議事録署名委員及び書記の指名を行います。議席順に、議席１番 

細野俊文委員、議席２番内田新一委員を議事録署名委員に指名します。 

また、事務局高群局長補佐を書記に指名します。 

次に、議事日程９「付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに

採決」に入ります。第１０号議案「本庄市農地利用最適化推進委員の選任につ

いて」を上程します。事務局の説明を求めます。 

事務局長 第１０号議案を御説明いたしますので、お手元の「令和６年第２回本庄市農

業委員会総会議案」の１ページをお願いいたします。 
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第１０号議案本庄市農地利用最適化推進委員の選任について、本議案は、法

第１７条第１項の規定により、別紙２３名を本庄市農地利用最適化推進委員、

以降「推進委員」と申し上げますが、推進委員として選任し委嘱するため、議

決を求めるものでございます。 

推進委員の一覧につきましては、２ページをお願いいたします。法第１７条

第１項においては、「農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識

見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を委嘱しなければならな

い。」と規定されております。これを踏まえまして、本市農業委員会では、「本

庄市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則」に基づき、推

進委員の委嘱に関しまして、昨年の８月２５日から９月２５日までの間、推薦

及び公募による募集を行い、結果、２３名の方から御応募をいただき、「本庄

市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置及び運営規程」に基づき組織

された、「本庄市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会」により、昨年  

１０月に書類選考を行った結果、別紙のとおり２３名の候補者を決定したもの

でございます。任期は、本議案の御承認をいただきますと、本日令和６年２月

１０日から令和９年２月９日までとなります。以上でございます。 

議長 本議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質疑ござい

ませんか。 

（なし） 

 質疑なしと認めます。これより採決に入ります。本議案について、原案のと

おり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 挙手総員と認め、本議案は原案のとおり可決しました。 

以上で、議案審議を終了します。 

これをもちまして、本日の議案審議はすべて終了しました。議長の任を降ろ

させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

事務局長 ありがとうございました。次に、事務局連絡事項でございます。 

（事務局長説明） 

以上をもちまして、令和６年第２回本庄市農業委員会総会を閉会いたしま

す。大変、お疲れさまでございました。 
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